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タイ工業化の根本的課題

政策主休〇価伯観との閃連においてー一
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業家政府，軍隊などがこれである」 (itl)といわ

れるが，タイのt業化は政策として， 政府＝支配

附級に t,'，て森入され，拙進されてきている。

ダイて工業化か本格的に弗入されたのは， 第 2

次大戦後の第二次ピブン・ (Pibun Songkhram)政権

の成立した， 1948年以降である。まず，公企業に

バイオニアー的役割を与えて， 政府の直接介人策

発屈途上1月の下業化間題は， 開造業部門の生荏 をもって， 工業化を進もようとしたが失敗した。

の伸ひ辛や， 産業構應就業構造における製造業 そして， 1957年サリット・タナラット (SaritTha-

罰門の比宇い'))許｝くなどをもとに， 氾なる経済間題
narat)政権の成立以降，政策を転換， 1%1年には

として、 畠的に朽察するにけでは理解できt[し,、 C9
しよった国家経済間発叶両で明らかなように，政

丁業化と（t, 木札伝統的卦丁業行会が工業社
府の直抜介入を止めて， 民間企業の育成策で工業

会へ移行する現実（り過程を寇味十るも（？）て方）つ
化と進めようとしている。

て， 祈 Iーし 1翌直lー『ビ既存の釦＇fビ叫厨笑いし、 ダイの工業化が， 政策として推進されている限

かえれは， 工業化月公の文化と伝統的社会の文化 り，その政策主体の価値規準＝政策目的によって，

との相応，相互什用と通して， 工業化社会の文化 その方向が規定されているのはいうまでもない。

か伝統的社会('-）一人化を 1王倒していく遇程そのも (I) したが，ー）て， 政策主体の価値規準を通して，工業

が工業化匁凸てふる。 化政策の目的を把捏することは， 工業化の質的若

発展逢上1l]は、 伝紐的な既存(f)秩序を月を持して 察の一つの手がかりとなる。政策主体の価値規準

ぎている国か多く， そこての工業化間閣は，この で方向三けられている工業化が，伝統的社会から

工業化の本来的茫味に照らして， ！貨的に衿察し， 工業社会への移行を志向するものであるかどうか

そ（／「）本質を見き，ilめる必要かある。 見きわめることが可能たからである。

本小論てば， こし！）ようなt見点から，経済間題と 政策主体の価値規州は， タイの歴史的社会，経

して限定せナに，社土文化問題として，タイの 済構造(I)なかで支配的，客観的，社会的価値観

工業化をとりあけてみたいと思う。 として存在しうるものであり， また存在している

「工業化は→ね：こ， ます少数力集団によ→て着 のである。政策主体の価値規準＝政策目的を把握

手される必妖性があふー柏民地の会礼，士祈企 するためには，タイの社会，経済構造から，政策
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Ⅰ　支配階級の価値観
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主体しり価俯観をさくり出す必嬰がある； かった。 むしろ， 西欧文化を， その精神的，意識

本小論では， 階級および官僚社会の情造から，

タイ支配階慎が特に分有ずるにし、たっている価値

観を考察して， 工業化の日的， 丁繋化(T)本質を明

らかにし， その根本的課題を指摘した＼、と思う。

Cl: 1) Clark Kerr and Others, Industrialism 

and Industrial,'¥Jan; The Problems of l,abor and 

Manaばementin Economic Gro:,•th (Cambridge, 

19fi(n. 中止 ・7ii:1l郎＇．"竺，！ II国寿占『 f,／ダスト；．）ア〉↑

ズム ］:笠イピ ;:L ける仔＇慇者~ど方｛前）；I (東`『・§ス i吝妍

恨叶，＂＇｛和： l8れ）， 52/、一．;C 

ー 支面附級の価伯観

1932年0立ざ革命以降e，二］），先進諸国への留学

怪験が支配階級に加わる重要な条件となってお

り- 9 今日，多くり）支配者は，留学経験をもち (12)'

留学光で近代的阪欧的文化に接触した人々であ

る3 それでかれらは，

よく，

して，

両欧文化に対する撞憬はつ

西欧化を志向して， 西欧的文化の内入に対

非常に積極的姿納をボしていることは否定

e
 

ヽ＼
 

ょ
斗ーきで かれらは「五代化へ（「）強い衝撃をもつ

集団」（丁 3)であると評価され，近代的価値観をも

った人びとど錯覚されがちである。 しかし，

らがはたして西欧的文化を全面的に摂取し、

しようとし~ー一ぎたかどうかは疑間である。

かれ

同化

今日の

支配階級は， 1932年の革命で、立烹民主主義政治

の尊入を標榜して，

た新しい支配階級てある。しかしながら，

絶対王朝政治の打倒に成功し

功後は，

を繰辺し，

革命成

クーテターによる支配階級内の権力争い

上 戸
芹口！田， 王権に依存した軍部独裁体制を

確立していらこのことが，単的に物語るように，

西欧的文化を間度的技術的な分野で近代性， 進歩

性をもつとともに，

をもち，

それに照応した新しい価｛直観

物心両面にわたって内的な統一性をもっ

ものとして， 全面的に受容しようとしたのではな

的内容から切り離して， 単に一面的に制度，技術

だけの物的文化を近代化の課題として受け取ろう

としていたにすぎないのである。

西欧的文化の森入に際して，

く受容されてし、る。

てくる近代的価値観は，

否され，

察するにあたって，

内容を社会，

しかし，

僚社会構造との関連で，

をあげることができる。

物的文化は抵抗な

それとともにはいっ

伝統的価値観によって拒

そのまま受容されず， タテマエとして許

容されるにとどまっているのであって，

のホンネは西欧化を志向しながらも，

統的価値観にもとづく行動様式にあるいい。

ここで政策主体としての支配階級の価｛直観を若

かれらのホンネたる伝統的価

値観を考察するごとにしたい。

支配階級の伝統的価値観をタイの歴史的社会，

経済構造との関連で指摘するとすれば，

との関連からナーイ (l¥'ai＝命令者）観念，

以下，

タイ社会における階級構造は，

を見準にして行なわれており，

支配階級

その実，伝

階級構造

そして官

リアン (Lian＝養う）観念

この二つの観念の

経済椙造と関連づけながら検討した

し、 C9

1. 階級の構造と価値観

近代的な意味で

の階級をもって構成されているのではなく， 広い

慈味での支配＝被支配の 2階級によって構成され

ている。そして，その 2階級分けは，威光 (Prestige)

e
 

入
ノ

すなわち，

中世的身分社会で

の PrestigeClassに近いものと若えてよいだろ

タイ社会の特徴が威光社会に求められるゆえ

んもここにある。

このような階級構浩は， 15世紀中葉から20世紀

初頭にかけての絶対王朝が築きあげた支配体制，

サクディ・ナー(SakdiI¥'a＝権力田制）制

の遺産である。
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サクテf ・ナー制とは，国王が全国土を領有し，

そし‘'）土地しり使用権を王族貴族官吏から自由民にい

たるまて下賜し， その下賜面積をも＇，て位階を定

めた制度である。

こび）制度下で（り自由民（平民ば自由民と奴隷に分け

られて＼＼上こ）は一定の上地（蚊高25ライ）の使用権

か与えられるとともに，タム・ラーチャガーン／

(Tham Ratchakan＝試役，兵役）か義務/Jけられてい

斗

j - o 

また， サケデ . +--ら-，ィ 1 で定心↓ー）1し．9 -｛IL階は官職

に付随し，ー王族， 買肱官吏に，そ（り下賜した士地

使用権の範阿で， 自由民を賦役，兵役：こ徴発ずる

ため VT)管理権を与えるとともに、 そげ）管理下にあ

る自由民9!）生産物の一部をも，＞て倅給：こ代、こせし

めた制度てももった。

こり制度を通して， タイ社会は， コン・千ャン

ナーイ (Khnn Chan Kai= ヤ—-イ階級の｝、冒 9 ・・・・「＋—

ィ；とは権力；こよって他人を支配する人の直、）とコン・

チャン・ノ：—ウ (I<::hon Chan Bctu=バーウ階級の人・・・

・・・「バーウ」とは命令を受け，それに服従する人の意味）

の階級づけがなされていた。すなわぢ， サクディ

・十一仕公は， ナー f階級＝支配階級とハーウ階

級＝被支配階級の 2階級で構成されていたのであ

るc 

ダム・弓—千ャガーンを統轄していた行政機関

はク l ム (Krm) と呼ばれた。 自由民は18歳に逹

すると， 父親の属ずるクロムに名袖を登録しなけ

ればならなか，った。登録と同時に腕にクロムの印

と識種かいれずみされ， 逃亡は店止され，地域の

移動は制限された。その際に， 仕える賞放官吏を

選択ずる義務か課せられ，保護者 (Patron)として，

特定の真族官吏（ナーイニKai)を決めなければなら

なかった。 18歳から 20歳までは，プライ・ゾム

{Phrai Som=予備プライ）として， 自ら選択したナ

ーイに人格的に従屈し， ナーイの私的労慟力とし

て使われた。 20歳以降は，プライ・ルアン (Phrai

Luang=!且王プライ）として，ナーイの指図，監督に

ょ＇）て口王の仕出に従市するごとになっていた。

ーカ，貴族官吏は，裳族の称号(,;5)とサクディ

・十一(、9_)位陪によ，一，て支配する従属自由民の人数

が定められてし、た。 そしてタム・ラーチャカーン

の種類， 期間の選択はこれら貴族官吏の任意であ

った。

かくて，ロサクディ・ナー制下における Jソクロム』

は， 国家U)行政組織であると同時に社会組織であ

って，そり各々(})クロムの内部は， 貨族官吏と自

山氏からなる~-つの構造を形成していた」のであ

る'::,6)。サクディ・十一制度，タムラーチャカー

ン制度は，貴族官吏をナーイとして位骰づけ，「権

力をもって他人を支配する」といった意識をもっ

た集団を構成せしめ，一方自由民（奴裸はいうに

およばず）を貴放官吏に人格的に従属するバーウ

に位悩づけ，「命令を受け，それに服従する」とい

う意識をもった集団に構成せしめて， クロムとい

う行政単位を通じて， それそれ横のつながりをも

たなかったが社会を 2階級に分裂したのである。

ここで当然生ずる疑間は， このサクディ・ナー

制下の陪級構造＝PrestigeClassが， 19批紀中葉

の門戸解枚以来の西欧責本主義の衝撃を受けなが

ら，なぜ今Hまで受け継がれてきたかということ

ーで上ブ

(._ ＆う全。

サクディ・ナー制は，社会的力の源泉を土地

（水田）にもとめ，その分配によって，権力，富カ

を分け，国王の絶対権力を碩点に，社会構成員の地

位りハイラーギー化を行なった制度といえよう。

西欧資本主義の衝撃によるタイ社会の貨粕経済

化の進展によって，社会的力の源泉は，土地から

貨幣へと急激に変化した時， サクディ・ナー制そ
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のもり）は， その機能的妥当性を喪失して，新たな

る制度の直人に上る修正を余儀なくされたのは必

然的翡累で克，-・,た。

こり上うな誌代的趨勢に対処しようとしたの

/̀ 
＂ム

ヵ ラーマ［＼罰モンク、，卜王 (¥longkut、在{,’i:185L~

68什'.): =ーはしまり， ラーマ V戦千ュラロンコーン

王(Churalonlrnn,在竺］868~19i(）年：， ラーマ＼1廿［ワ

共屯業も，

たが，

国家の経済的機能のなかに含まれてい

それほど重要なものではなかった (ii7)。

国家によって行なわれる経済的機能のもう一方

は， 囚家とその代理者たる貴族官吏による，農民

からの余剌生産物の収師と公事のためのかれら (1,)

無倍労働（賦役，兵役）提供の強要であった。

農民から余剥（生産，労働両面）を収蒋して，

チラウ， F王(¥Yachirawurl,在位191(l~25年）と 3代

1::、/J1こるチャク］じ父革 (('hakriRぃformatinrりであ

威光を保つために， それを消費するという， サク

生テ（・ナー制下に詞ける国家の経済機能は

り， 193'.:年(!)下附貴族官吏を中心とする人民党

ぷlwnaRc1tゞ l(lon: iこよる立、、9ど革命で九，｝たとし‘え

る。

こ（り改革と革命：こよ-'~：：：、 新しし、近代的西欧的

諸閲度；1ia尊）‘:れ，サク干、｛・十ー制は園壊した。

こl,＇）制度的変罰よ` 身分制礼公から責本閲社会へ

（、ア）制度的転換を登味する{,(T)てか，＇たか，

社会における階級構心そ（乃 1.J) J)恨本的疫芋とは

結「~；’-）；1」]な、］ヽ＇）た（りてかる。

そ 9]））J;fl門，t,

i -L --かヽつ ~, 

落と 1叫家を

制度的変革か既存U)支配湖級J)T— 

ぐ） ；！ iに行なわれたため，

緑的特権を仔えてぎだ，

的詔炭iビと汎砂：ナることなく，

ってぎだ］，、「，で灰る。

二`ノ）しヤl{ IIl面り」ら九，．）ーマー＇、、た。

祭｛義を催し，

ふた心に国家権力，

威光を保ぐことてかった。

戸大、，兄建造物を建設し

れを芸仙十ることであ---,た。

設，碓『fどか， J伝炭、

36 

身分制

支配階級の階

旧制度下でJ)|]」家の経済

閥度的転換を行な

し、し~、力しえれは， 制度的唆革

を行な，．＇たか体制的変革を行たわ｝いか：）たからで

キ←ア
ダ） 0 

1トクテ（・十ー闊l‘』てv'lII]家J)経済的諮恨征は

ーご）（！）｛［I＿ij面は国家に

よ，＂て行ないれる経済的機能てある r それは， i、J

そ（］）贔麻のもの

としてい王栢とそれの代沌者としてじ）良族官吏の

只体的に：t~ 数多くの

もち 7)／;し‘̀

灰るし、はそ

迅路の建

連河の建設れとといグ万た公

麻力の贔主りを生みたしえなかイ）たいは当然であ

ったc 生産力が高まらないにもかかわらず貨幣粛

要の増）くから収飼を強化したため， 19枇紀初頭に

は全人日 (7)3分 :J)lが負偵奴隷化するという市態

を招いてし、る（ここl)ことは奴隷が賦役から免除されて

¥，、／こため賦役制度の{r可`‘j'Lを不可祀にして，サクデ（・ナ

ー ，tll] そのものの廃 l［につながった）~一方， 19 |It紀中

梨の『1戸解放以来，

撃で，貨幣需要が附人上するという趨勢か続いたが，

こC'）経済的機能は，

ったc 翌かな余剃農地がつねに在在し，増加人口

を吸収していったとし、う自然的条件は無視できな

いとしても， 移民としての蔀僑か存在し，殷民か

ら0)直扱的収綽を華低（聞人層）を迎しての間接

的収膵に切り換え得たことかそ U)象予済的機能り）存

続を 1,1能にしたからである。

貨棺経済化が進）艮し，

から貨幣へと姿化した時，

諒泉（貨附）を求めたのその大き ti源泉となった

のが， 16111:紀切頭上り商人層として」合頭してきて

いた華僑である，9

人口が増加し，貸本土義の衝

その妥当性を失うことはなか

社会的力の源呆が，土地

国家権力は新たな力の

その手段として、国家権力によ

る華僑（衰本）の支配階級への吸収策がとられた c

17冊紀初頭の国王貿易独占制の唸入以問，

いたるまで国家機構を通じて，

今日に

特権l猜級自体の利

益に崩僑を奉仕させるための統制を行なってきて



1971070039.TIF

し、る。 て今日に至っているのである。

絶えさる田家統制に対して

,4• 
し-1

移民である華僑は、

伍命的に受身であって，統制の中に閉じ込め

ら，iしてし、つに。ナクティ・十一制下では，

易独占制， 徴悦諭員；l』をも-)て華僑(7)官職への関

心とそ亡，）， 華僑に官l［設と購人せしめて統；1ill(/）枠

紐には立ご，国家の貨幣’孟要と充したc 19世紀中

菜J)門戸聞放にともな，）自由買易測U)呑人によっ

，
 

-j 
国家統附J]）枠祖をはすごれた罰恥よ，

心として，

｀
 

ー
し

キー

1-o 

錫，

t刀緒果，

チーク， ゴム篤に及ふ1勘出を独占

翡｛諷査本として農作物C1)商品化過位を支配

して、＇丘本を鷲積ずるようにな'-〉た。 第 1次大戦

役＇）廿 l：昇恐貰I)影脚で，ダイ経済か1汀兄：こなるど，

支配嗜級はクイ任済0 停湘り罪：t華僑にあるとし

ふたたし＼勺：ii€{，烏を L—r[］家統制て料I弾， 19．い年以降，

Uー）中：こ閉し込心ることになど） ［こそれft,

：こ吋ずる政府介人策で， 公企業，

(:），愈音し＇）完了と應味するもので，

ぃ：：：あること iこは変，；］＇1位、‘

1月王貿

米を中

経済ナ

ン／ 1 +リスムとスローりンにし-•一已）惰僑経済活動

✓~ンン·'ケート等

による支配嗜役と華僑（り事業 1.if1,，桔lJ)強要てあ，＿）

支配階級は箪1'恥＇）経清的利益(/)分

lt1、lfj と礼｝ること，1,: ：]記になった~~そして

抒店『月発;;1仙lて[i由｝文任政策カ・どら{、

現在、

lL]家統；1Jij

J)枠糾から itずこれご＼ヽ る］」入に見えるか， こiしは

支配限紋ど華1'似＇）ギ菜場鼻り強制か．、）生した向昔

呪聞：！）枠組v'）な

そのことは，サク

ディ・ナー制下のナーイ階級の価値観を今日の支

配階級が受け継いで，

ている。

サクディ・ナー紺IJ下でナーイ階級が，階級構

造， 十なわち社会的地位から分行していた価値観

とは， どんなものであったかみよう。

陪級溝迅を生んだ，

ラーチャカン制は， ァュタヤ王朝のトライロカナ

ート王 (BoromTrailokanat,在位1448~88年）が版図

拡大にともなう政治体制の中央集権化のために採

用したものであた。

化い家教的権威を支えとして繁栄したクメー1レ王

国U)行政制度の模倣であった。

クメール玉且iり）行政制度の模倣は，

化0)摂取を、意味した。

ノ；ラモン文化ぱ， 人間は宋教的にも，社会的に

も決して平等ではなく，

る互別か店るという某本的観念の上に成り立って

-9 

'~ 
:
4
 

ヽ・し`
ヽ

，、ラモン文化は，

i、'‘し‘、

種々の附で支配陛級による大

衆支配の正冴化に利用された。

：ラモン文化は最高の神をプラーフマ (]‘t}く）と

人間一切0)ことを指図して宇宙を支配し，

し、；9）9- m m ~ -U.)、心心9

分有していることを意味し

サクティ・ナー制，

すなわら，

タム・

これら制度は，バラモン文

バラモン文

人間相互の間には厳然た

プラーフマと呼はれる

宇宙し＇）恨本届直の思想に集約される 7れ教竹学いう

，いくて1且家権力にと，ご（］）新し，・、社公的力（＇）隙

泉（は柏） ： i、絶えす、訊f喬を1il家統詣lj,])枠糾し］）

ぢ，3J ＇こ閉しこわることによ，—ー獲得すふことかで

9
 

-―
 レ

.，' 
ヤ） そして、 ぐC)ことか経済機能,,＇）什続を 1引能

にしたいでふるこ

支配階殺：i,

ことによグー）て一

山 家I)経済的点機能を（［続しえた

サクテ｛・十ー制―トーハ階級構迅(!)

変革を追られること九く， そ(̀ ')特権的地位を保っ

えに成立しに字教てあった。そ0)息想，

神と：l]を［,;J一視ずることによって圧I□l：ふこ神性的権

威/)けを仔え，

ノ、ラモン文化は祭祀）j能主義を唱え，

に依行し，

朽学ぱ，

王権専鉗LJを正門化した。

神は祭式

祭たけか神謡を左右すると朽えた。祭

官たるバラモン｛曽は神と人間社会の中間にあっ

て，かれらか種々 l]）供物をなして神の怒りを解き，

そり荘ひを招いて死後仰楽にゆくように人ひとを
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救済ずるものとされてし、た。

神店とは祭官の意志にほか九らぬどいう観念か生

まれた。 このバラモン｛曽の立場，

国王と大衆を名古ひ，

こ(!)ような立場から

a々nL込ーキ
法厄已、 1，人， 神たる

中間的位置を占める特権階級

に闘ぎ］いえられ，かれら（＇）大衆支配を正当化した c

さら：こハラ壬ン文化ば冒占神期主義をとる C『サ

国王の神性的権威づけのために，

界と分断する型で王都を建設し，

表現としたり，

たのも，

また，

そのためである。

よる経済的機能は，

大衆の住む外

神聖なる世界の

祭祀万能で大衆を動員しえ

先にもふれに国家に

この宗教的・政治的背蚊によ

るものである。

ず‘‘ /  -7 ケ l] J 卜 (1し占〉を神聖忍どし， 1i[1種姓階級

スし・ードラ）

このようなバラモン文化の物質化， 具象化の過

（・→ラーマシ， クシャトリア` ノ： （シャ． tローで、.」
l_．一＼， ナーイ階級は、 人間不平等主義を根本理念

のう右， 上図 3種姓にば、

屈のスートラ（！）学付は厳慧し~ヽ

よる絶対的差異を設：tて，

へり絶対的限従を強制してし、る，9

による階的分l:rによ→て、特権囲級ば揺護され

たし

スコータイ王朝以来， クイ社会：こに仏教が普及

し呵

菓，

サクティ・十一f［会にはし、っても， 18i仕紀中

セイロン仏教り改革0)たしかにンャム｛曽（＇）派迎

か妻請されてし、る事実い物訂るように，

イ社公て大きな勢力をもってし、たために，

ン文化ぱ仏教どげ）混合，

る，：‘-たか＇）て，

Iヽ，こわけるよう匁カースト削度どし、ヽう厳格な階級

礼公は生t れなかー＇た—

パラモン~文化の理念は，

主のエ当化｀

ーイとバーウ cり二階級分割とし、う統治上しり理念と

して、 す八わらナーイ陪級~j`）文化として担取さ fl、

た（「）でかるっ

ザクティ・ナー制下こおiーるナーイ階級は、

の伝統的ハラモン文化を享行する特権階級として

存在した- そのため，

るために 5 バラモン文化を議梵、 践揚し，

念グ）物質化，

当ダ匁である。
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こ

仏教はタ

バラモ

悩応い型て摂取されてし、

ハラモン文化の栄えた古代イシ

日王の沖格化，専制氾

王尻貴朕c巧人衆支酋じの．布当化， -l-

自らの階級的特杯を吃持す

その理

具象化を図らねは九らなか＇）たのは

として，

優越種族的意識に支えられた特権階級としての地

位を確‘[した。

ために，

ては， ✓,ねに大衆と差別される優越した人間とし

て，威光を保持し，

と若えられた。十ーイ観念とは，

分有するにいたった特権階級としての威光を保

持， 誇示しようとする観念といってよいだろう。

絶対王朝下てのナーイ階級は，

杓貨化，

'か~石壬
9_．'’‘’ 

神なる国王と大衆を取り結ぶ祭官という

優越種族的意識に支えられていた

支配階級＝ナーイ階級に屈する人にとっ

誇示することが望ましいこと

具象化，たとえば，

このようにして

バラモン文化の

王都の建立，寺院，

王都の装飾などでその威光を誇示した。 そ

してそのことは国家組織の中に大衆を動員ずる効

呆をもたらしたりは前述した通りであるJ

1932年（り立憲革命はバラモン文化を珂念として

確立した絶対王糾の打倒であったために，

でのバラモン文化は階級的特権を誇示する手段と

はなりえなく f;')た。 そし＇）後，

な.,た西欧教育を受けたナーイ（下級貨放官吏によ

って革命が遂行された）階級は，

ごの西欧文化の誇示は，

それま

新たに支配階級と

西欧文化によって

特権階級の威光を誇示してきているい 8)J 

単なる特権階級として

(1)芦違を誇示するためだけのもので， バラモン文

化の誇示が，国家組織の中に大衆を動員するもの

でもあったのに比べて本質的に異なっている。今

Hの支配階級ば， 西欧文化を誇示する一方，国家
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と大衆との結臼では， 1932年以降の数多くの憲法

が示すように，依然として神聖なる王権に依存

し国家による数多くり）祭儀を利用している。特

権階級を支える理念としては， バラモン文化を継

承してきているといえよ＇）。前述した通り，西欧

文化の物的側面だけを摂取して威光の誇示手段に

使っているのである。

2. 官僚社会と価値観

タイの行政組織では， 個人への忠誠，個人の権

威が、組織への忠誠， 組喩上の権威よりも翡い地

位に置かれている。そして，組織の要請は，つね

に個人の権成と｀ それ•ゞの忠誠服従という上・

下の個人的匁人間関係を通しておこなわれてい

る。官僚社会は，このような行政組織を反映して，

上・下に結ひついた個人的な人間関係（訴閥）で

構成されているのが特徴である。

行政組織こおいて， 個人への忠誡，個人の権威

か，糾織へ；1)それらよりも重視されるのは， 官職

がインパーソナルな地位，業務， 仕事の単位とさ

れなし、で， 個々の具｛本的人間と岳行した，仝くパ

ーソナルなものとして理解され 個人の身分と同

一視されていることから生まれたものである

官職と個人とを密着したバーゾナルなものとす

る見方は， 絶対王朝時代の官職の概念を受け継い

できている］らであるこ

絶対王朝時代のサクディ・ナー社会では， 全国

土か国王によ.'て領有され，私的上池所有が一切

認められていなかったため支配階級による大衆支

配は，生産手段を通じてではなく，官職を通じて

正当化されてし、た。したがって， 官職は行政紐織

内の地位とともに， 個人の社会的身分の表象とし

て使われていたのである。当時（八貴族官吏は，四

つの方法で，その地位が定められていた。 (1)国王

下賜の水田の保有量を陥準とした， サクディ・ナ

ーヽ制による地位，（2）貨族称号 (yot)による地位，

(3)国王下賜の名前による地位，（4）官職による地位

である。

この四つの地位は個々人に， それぞれ一定の関

連づけで与えられていた。たとえば， 官職で総理

大臣になると， 最高の貴族称号をもらい，国王か

ら地位にふさわしい名前をもらい， さらに，それ

相当のサクディ・ナーが与えられるという仕組

で，身分， 官職は結びついて一緒に与えられてい

キ一（注 9)
J- o 

チャクリ改革によって，サクディ・ナー制，国

王による名前の下賜制度は廃止され，さらに 1932

年の立憲革命によって， 貴族称号が廃止されて，

身分制度は廃止された。現在，制度的には，官職

と身分は切り離され， インパーゾナルなものにな

っている。しかし， 現実には，チャクリ改革によ

る近代的行政組織の森入にもかがわらず， 絶対王

制下の官職に対する考え方に，今日にまで継承さ

れてきている。

現在のタイの行政組織における官職が， インパ

ーソナルな単位として確立していないことは，官

職に附随して定められた権限・責任の不明確なこ

とがそれを物語っている（注10)。組織の要請を，組

織内の地位から命令したとしても， 自動的に部下

が，それを義務， 責任として遂行する保証が得ら

れないのが，タイの行政組織である。したがって，

組織の製請は，個人の権威と， それへの忠誠，服

従という，上・下の人間関係で遂行せざるをえな

いのである。

つぎにタイ官僚社会を特徴づけている上・下の

人間関係のあり方についてみたい。そのためには，

宜僚社会において，部下を服従せしめる上司個人

の権威と部下が誓う上司への忠誠の内容を明らか

にしておかなければならない。
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官僚社全における個人の権威は， 家父長的温情

主義的行為， 態度によって獲得されている。これ

は，スコータイ王朝時代の家父長的政治体制に端

を発する伝硫的政治硯にもとグ）くものである。タ

イでは，スコータイ王朝以来， 政治は父が子供を

支配するように温情主義的であることをもって理

想とされてきた（注1いアユタャ王朝下で，裳族官

吏の絶対的支配が可能であった時代においても，

囚家と大殴との組織的接点とな 1)たクロム内にお

けるナーイは， 温清主義でバーウと結びついてい

3
 

-―
 キー

哀父長的晶情主義的行為， 態度は，具体的には

個人的愛顧 (PersonalPatronage)を部下に与える

ことにあ 9)た。絶対王朝下のI且王は，下賜物，下

賜金を与えたり， 貴族称号を与えて自らの権威を

保ち，下臣を服従せしめているし『 1932年の立憲革

命以降の支配階級に， 国王のド賜制度とか，貴族

称号の廃止によって， 公式の個人的愛顧手段を失

り／こが，占職によ,)―ご， 利権，金銭，物品を与え

て，部下を服従せしめているのである。

渇下が上LIJに対し（固人的に忠誠を誓うりは， 官

僚社会における伝統的な業績評価の基準と関連し

ている。絶対王朝下の業績は，能力に相応して，

業務上の功禎で計られていなかった。 それ：ま，礼

儀の習得と遵守という規準もあったが， 重要な規

心ま， 1i]上かるいは権力者の愛顧獲得の技術を持

っているのか否かであったい12)。

この規祇出現在の官僚社会にも受け継；斧れて

いる。官吏は普通局中位に試験閥度で採用される

ことになっているが， 実際には局内の有力者の縁

故， 情実によって仕用され，その昇進，昇糸合も上

司のひいきがなければできない状態にある。権力

者の愛顧獲得をしうるがどうかが依然として業組

基準とたっている (,I13)。

このような業績規準であるために， 官僚社会に

生きるものは自らの栄達を図るために，常に良い

地位にあるパトロンを探し， その上司に忠誠を誓

って， 個人的愛顧を受けることを顧わざるをえな

ぃ(;9E14)。

かくて，官僚社会の個人的権威と上司への忠誠

は相互補助的な関係にあるといえる。上級官吏は，

行政組織内の業務を遂行し， その自らの地位を保

持するためには， 個人的な人間関係を保たなけれ

ばならない。そのためには，自らの権威を高める，

すなわち個人的愛顧を行なう必要がある。そして，

一方， 宜僚社会で栄達を図ろうとする下級官吏に

とっては，個人的愛顧を求めて， 上司に忠誠を誓

い，服従することが必要なのである。

このように， 伝統的な政治観に支えられた個人

的権威， および伝統的な業績規準を通じて結合し

ているのが， 官僚社会における人間関係である。

それはまさに親分＝子分の関係に類似した， 保護

者＝被保護者の関係といってよいたろう。

タイの地方行政を調査したホリガン (F.J. Hori-

gan)か官吏として成功する方法について調査して

いるが，それによると，（1）上司への擁びへつらい

(Lia tin), (2)上司への贈物 (Sinkaeng), (3)上司へ

の女性周旋 (Kaidaeng), (4)知識の蓄積 (Kacng

wicha)の順序で，その重要度を指摘している儘15)。

これからわかるように， こ,J)人間関係は，ある倫

理観を基調にしたものではなく， 国家機関を利用

して私的欲求を相圧に充足するために結びついた

関係なのである。

以上を要約すれば， タイの官僚社会は，伝統的

官僚社会の諸特質を受け継いできていたために，

個人的権威と， それへの個人的服従という上・下

の人間関係で構成されるにいたったといえる。そ

の結呆下級官吏にとって，個人的愛顧をもとめて，
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特定の上叩こ従属し， その個人のために尽すごと

が重要な価値となり， また上級官吏にとっては，

部下を愛顧することによって個人的に忠誠を誓わ

しめることが重要な価値となっている。

このような官僚社会に属する人びとは， 相互に

個人的愛顧を通じて結び付き， 個人的愛顧を重視

する振念を分有するようになったといえよう。そ

れがリアン観念である。

（注 1) 支配階級の価値観についての詳細は，而部

.tlj夫，田中患 11共苓『東―｛・］ア -9アり価竹I体元 I,＇・＇！イ』

（現f-I'、アぅ万＇出い会，昭印 45平） i参照され．でい。

（注 2) タイ国官吏の留学経験

（芦吏に任命された年ji)

且吏：こl，合心いた', 1海：八針学心験名 1海'’‘'心学ず→＇験， i ，， 1’ 

¥’り、 （％） ， 人数 （％） 
lり20-1932 I 6 (26), 17,74) 23 

1933-1945 i 17 163) I 10 c31) I 21 

1946-1963 13 C93) r 1 c1) I 14 
し-.、•·

-~-·~~
-···

計 36, 28 I 64 

（出f,i) Hans-Dieter Euers,.. The Formation of a Sona! 

ClaヽsStructure, Urbaniヽation,Bureaucratization and 

Social Mobility in Thailand,''Paci.fie Affairs, Vol. 18, 

N) 1(1968)，1)．109. 

（注 3) T. H. Silcock ed., Thailand; Social and 

Econo-mic Studies in DevelojJment (Canberra, 

1リ67,p. 293. 

(':’~[ 4） 河部利夫，田中忠治共著， 189~194ページ。

（注 5) 質族の称号はジャウ・プラヤー (Jaw Ph-

raya)，プラヤー (Phraya)，フラ (Phra',ルア，、グ

(Luang)，ク、ノ 1Khun), —\ -ノ/ (Mun) ＇） 6 1了［，級！ ：分

かれイいたへなお殻径のムーンは少数の宜 1勺官に与え

られたに過きず，普通クンをもって最下位の‘ば位とさ

いてし、た。

（注 6) Davi<l i¥. Wilson, Politics in Thailand 

(New York, 1962). 

儘 7) ウエルズ (H.G. Quaritch Wales)は，「国

ーしが！J1]員 1・うる国と 'i_；働］）の大部分：ょ， 午院＿僧I、元，

＇言廷、ラごバ !'Iバ義式をィ了な・9Iヒンド＇．＇『院，蔀］の

守護精軍を杞る社，そして壮麗な宮殿等をもって王都

を飾ることに費された」とし，そして「現代にいたる

tで，地力の住民に，tiする公共事花のjiでは，本門に

才1ずかしか費されて I,、ない。実際に住lぃょ，自然が豊

かであるため，わずかの現実的欲求しかもたなかった

とはいぶ比較的最近まで，シャム国王が臣民の生浩水

準を引き上げるぺきプログラムの一片さえも作ったこ

とがなかった」と述べている。 H.G. Quaritch Wales, 

Ancient Siame，ゞ"Government and Administration 

(New York, 1965), p. 226. 

（注 8) プランチャー”:・ (Wendell Blanch叫） 1キ,, 

「ごのグループ(1932年以降の支配階級＿筆者注）の最

高のステークス・シンボルは大型アメリカ製自動車で

あいと述へている 0 Wendell Dlanchard ed., Thai・

land, its People its Society its Culture (New Hav-

en, 1958), p. 412. 

（注 9) Krom Phraya Damrong Chanuphap, La-

ksana kan Phokkhrong Prathet Syam tae boran 

(Bangkok, 1957), 14 p. 

（江10) スィ J ィ/(William J. Siffin)は，「クイ

の守僚祖織亡は，制閉ヒされた個人的義務という一般

的概念がない」と指摘している， WilliamJ. Siffin, 

The Thai Bureaucracy, Institutional Change and 

D心 elopmeut(Honolulu, 1966), pp.166~167. 

（注11) スコ-・ク f時代i}行政組織においては，国

王を頂点とする支配階級に属する者1丸父 (Pho)とさ

れ，被支配者，すなわち大衆は子伐 (Luk) と見なご

れバいだ。家がI，↓、ま，てかーン !Ban村）を枯戊する

と，バ-ーン｛支配すろ人はポー・バーン (PhoBan), 

すなわちバーンの父と呼ばれ，バーンに住む人は，）レ

ーク・ハーノ (LukBan)，すなわちハーンの壬供と 1:f

は1した。バーーンか集ま，）て 1、ア 1/ (Muang) こなり，

そし）長はボー・：、アン (PhoMuang)あるいはクン

(Khun) と呼ばれた。ムアンが集まって国となり，そ

れを統治する国王は，ボー・ク/(Pho Khun)と呼ば

れ1!」王に仕える甘吏は Jレーク・クン (Lukkun)，すな

わもクシのf供と呼ばれていた 0 Krom Phraya Dam-

nong Chanuphap, p. 6. 

（止12) William J. Siffin, p. 116. 

（出13） スィ―,9 ィンは， Iボスのこ機嫌をピる官吏

は 2階吸も片給 l,．憎 1れている官吏 1よ昇給を差し止

められることもある」また「局長あるいは彼の直属部

下のひいきによって，現実的に昇給Iる人物を決定し

てし、る、｝が f{＇通ぐある」とう庖、てし、る。 WilliamJ 

Siffin, pp. 159, 173. 

（注14) スィフィンは「若く野心的な官吏は，常に

高い地位にあるパトロンとの結ひつきを確立しようと

4I 
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する。」と指摘している。 WilliamJ. Siffin, p. 174. 

（注］5) Frederick James Horrigan, "Local Gov-

ernment and Administration in Thailand" (Ph.D. 

Dissertation, Indiana Univ., 1959), p. 203. 

II 工業化政策と支配階級の価値観

工業化政策に，支配陪級の分有するナーイ観念，

1]アン観企ど、‘どうた伝統的価伯観で推進さかてき

ている。結論的にいえば，その政策目的は，タテ

マエとして，脊f済的自立，近代化を栖榜したとし

ても，ホンネとして， 階級的特権を保持し，誇示

するとともに， 詞下を愛顧する機会，財源を造出

することにあったといえよう。

以下， タイ：こ謬ける上業化の現実過程をふりか

えりながら， その政策目的が，実際にどのように

して達成され，また， どのような結果を招してい

るかをみたいこ

「はし岱き」てもふれたが， タイの「業化か政

策として本格的にと，）あげられるようになったの

は， 1948年以降で，まず公企業による政府直接介

人の形ての工業化政策てあった。

第 2次大戦後， 政権の座に復帰したピブンは，

1953年に公企業認置法を公布することによって，

本格的に生産活動へ直接介入を行なうことになっ

た。同出；ま， 1月民の生活水準の向上，あるいは公

共的サービスに関連する企業を， 国家資本によっ

て設立すること力遁適切と判断される均合， 随時設

立しうるという権限を，政府に与えたものであっ

た。

公企業設置法が公布された 1953年以降，公企業

は急増している。 1961年，国家経済開発計画で，

新規に公企業を設立しないという政策を打ち応し

た時点 (1962年）で，タイの公企業数は， 100を数

えたかこのうちの半数以上は， 1953年から1957

年にかけて設立されたものであったほ 1)。

42 

公企業の業種は非常に多岐にわたっている。製

造部門では，タベコ，飲料用・工業用アルコール，

トランプ製造業を独占し， 木材，砂糖，紙，錫以

外の鉱産物を支出し，セメント，ガラス， 薬品，

電池，皮革， 織布等に多大な権益を持ち，ときに

は既存の業者， 特に華僑の匝接競争者となった。

さらには， 靴ずみ，アルミ器貝，ゴム靴，金属製

キャビネット，紙クリソフ゜，陶器等のことき雑多な

商品をつくる小視模企業までも含んでいるいt2)。

タイの公企業の特徴として，二つの点があげら

れる 3 一つは，公企業といえども，半数以上が半

官半民企業であるということである。 タイの公企

業は， 3種の企業型態からなっている。 (1)政府の

全額出資による会社，および工業，（2）政府の所有

株数5(）％以上の銀行および株式会社，（3）政府の所

有株数50％以下の銀行および株式会社等である。

196こり時点の公企業を，この 3種の企業型態に

分けてみると，（1）が42企業、 (2)が43企業，（3）が12

企業，その他が 3企業になっている。公企業の半

数以．l-.:.にあたる 58企業は，半官半民の企業なので

ある信 3)。

もう一つU)特徴は， 企業管理が多省にわたって

分散しているということである。 14の酒精蒸溜エ

場六つの精糖工場一つの鞣皮工場，二つの製

紙工場を所有する工業省を筆頭にして， 農林省，

運輸省，内務省，文部省，協同組合省（現在，経済

開発省に併合されている），厚生省，経済省，国防省

等，はとんどの省が公企業を所有しているい 4)。

これら公企業の特徴（ま， ごの政策が伝統的価値

観にもとづいて遂行されたことから生まれたもの

である。

公企業による生産活動への政府介入策は， 華僑

のタイ経済支配に対抗して，「タイ人によるタイ経

済」の確立をスローガンに， 経済ナショナリズム
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を上から鼓舞しながら実施されている。設立され

た公企業の多くは半官・半民の郡のものであった。

政府岱特権，十なわち法的保護、 資金的保護，政

府契約の優先権などを提供し， 既存の華僑が資本

と企業経・賃手腕を提供するという型で設立され

た。このことは，経済ナショナリズムからすれば，

否定される？ぎ華僑に依存して「タイ人によるタ

イ経済」の確立を図ろうとするも J)で， スローガ

ンと矛盾するものであった。この矛盾は， 支配階

船のタテマエとホンネ U)使い分げから生まれたも

ので， ホンネたる支配階級の伝統的価値観からす

れはなんら矛盾するものではなかった。

19性紀中栄以降，華僑社会の成立，華僑（乃タイ社

会における経済権力としての成長等によって，タ

イ礼公におげる華僑の地位が向上した時， ナーイ

観念（特権階級の威光を保持・誇示しようとする意識）

を分行する支記階級にとって， それは脅威であっ

た。ナーイ観心は，まず， 支配I賭級の反華僑認識

となってあらわれたげ 5)。そして， 1932年以降，

国家権力のなか｛こ，経済権力として成長した箪僑

を吸収する諸政策となってあらわれた。

公企業にこる工業化政策は， ごのようたキーイ

観念にもとづく，華僑吸収政策の一環としてとら

えろべきで九．ごう。 ごの視角でとらえれば，公企

業しり大半が半官半民であったとしても， t［んらの

矛盾もない。

直接的政府介入による， この時期の工業化政策

の目的には，ナーイ観念から， 支配階級自体の階

糸乃的特権の護持という目的が含まれていたごとが

半官半民形此ての公企業の設立を多くしたしパであ

る。

/ぅぎに， 公企業の特長である，所管省の分散に

ついてみたい。 とくに公企業の設立が顕著1こなっ

たの：ま，ヒ°ブンが，第 2次大戦後，クーギターに

よって政権に復帰した以降であった。 これはクー

ターに成功したピプンが， クーデターに成功し

た後，協力した将官ゲループの忠誠に報いまた，

将来の忠誠心を確保することが必要となり， その

手段として，公企業を利用したからであった（注6)。

公企業が， このような政治目的に利用されたの

は，つぎのような権利，機会を供与するものと理

解されていたためである。すなわち， 11)政府への

納入金，政府の資金を不正使用できる，（2）部下の

愛顧，ひいきができる，（3)自己の従者に合法的に

賞与を与えられる，（4）普通の官吏が制限されてい

た商業的利益をなんら道徳的汚名を受けることな

しに，ちょっとした工夫で得られる（注7)等である。

要するに，公企業は， 支配階級の伝統的価値観で

あるリアン観念（受刷を与え，受けることを願う意識）

を充足しうる場として， とらえられていたのであ

る。

公企業か各省に分散しているのは， 公企業によ

る工業化政策が， リアン観念を充足せしめる目的

をもっていたためである。

それは， 現在の公企業の多くが，当初，将官の

ぷストである局単位に設立されていることによっ

て裏づけられる。たとえば， 現在，国防省の管轄

にある織布公社 (¥Veav ing Organization)の前身は，

国防省の軍事産業励の所管であった。 チェンマイ

県のファン (Fan)油田，精油事業は，最初，軍事

エネルギー局が管轄していた。現在， 農林省管轄

にあって特定地域のチーク材および， その他木材

の専売権を握り， また大規模な合板工場を所有す

る林業公社 (ForestryIndustry Organization) も，前

身は，農林省の林業局に属していた。さらに現在，

経済省の管轄下にあって， 42県にわたって設立さ

れている国営商事会社 (ProvincialTrading Co.)も

もとは経済省の国内通商局の所有であった（注8)。

43 
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公企業による工業化政策は， こ¢)ように支配階

級の十ーイ観念， リアン観念を充足するという階

級日付ふり利益を目的にして遂行されたために嗜巾

業としては成リ立たず，

｀
 

よ,9
 

で耗
n

ほとんど (i)企業は赤字経

営に落ち入 r，ミると＞えなか，．~、た。

「公企業］）すべて：土、

世銀の晶査報告

専化事業を除さ，

商業規準から見て利益をあげえな＼、ことを実，，止し

｝＇ 
」-J . 9 Jと指摘心れてし、る 3

世限の1,]報府は，

，
 

＂
ふ

ヵるヽ1
>
 

て

公企業失敗の原因を五→あけ

ナーイ観念， リアン観念を分有する支

配階級による工業化ど：よなんであハたかをうかか

＼、知るには， 良’̀ 、材料どなる J)であげておこう。

il）工業に関ナる知識i'もた八し、政治的打力者に上

って発起されたものが多く、 建設や支出にあたっ

て監仔かほとんと行なわiしなか 9,9こ 121叶両が政

治的動機によるため，

十
J -• O 

適切な研究；かなされなか /,9

マーケ，＇` ティンゲげ）間囮か無視こ； fiした。 13)責

危且よa、9対贔とも， 他の政府機Wlとい貸借にし，．）

て解消されるとし、う経常方式かとられて'<‘たに

ぬ，占職U) 屎窮ど欠•) tこ―,〖4) lご場j)支配 /1,., i［り級

識員しr)経覚，腎理能力が欠けて，、た。：5!過剥雇用

に上-~9 ご労働記年か悲くコスト高を招し、だ，等で

ある (10)。

11), 

降，

る。

12! itナーイ観＇ i言）反映として D行動かi化、

た紐果てあり， 3 ， 14), 15)はりアン観念の反映と

してり）行動力寸化、た拮果てある。

1958年のサリ J :、（、ヽ aritThanarat_:政t釦成立以

政府0直接介人策：こよる工業化は中止され，

民間企業の育成策で工業化，が進められてきて 9、

この政策転換は土く政治的配慮で i]なわれに

もので， 祈し＼湘！i｛直観ともった，新しし、支配階級

か生成してきだ＿桔呆，転換び）やむなぎにし、たった

わけではなし ‘o

公介業による工業化政策は， 1%7りぺ‘')|-L」民経済
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間発公社(NationalEconomic Development Corpora-

tion)の破産が明るみにでるにおよんで，国内外か

ら(1)批判をあびるようになった。

・ダナラット (SaritThanarat)は，

を正冴化の一手段として，

ピプン内閣を打倒した。クーデター肛後の演説で，

かれは糾規に公企業を設立することはないてあろ

。
る，

 

J
 一．J，

 
．．
 グ

．
五
ロ

{1t,1 -―
 `言’)

ぷノ

この当時(1957~58年），

ダイ 1吋経済調任を行なった。

：上業における政府の投資経営に禁盤と餃く工業

化0)強iIil的計両のため J)余地は明らかに少なし ‘o

むしろ内外人による民間の発謡を刺激し援助する

ための政策と措買か必要とされる」い］］）と指摘し

［政府の役割は一屈効果的な将来c[），，十両として，

経済社会上の施策を通し，また運輸，

灌既等の必要な施設と整備することによって，

正当化(/)一助として，

ッ l‘II);, 

になる工業化政策としたのが，

緯てある。

サリット政権は，

をl}¥l始し，

策をとったが，

しし、て，

}デ

I-9 

業 化よ

ーイ観念，

同年，サリット

公企業の失敗

クーデターを起こし，

タイ政府の依頼により，

世界銀行使節団は，

父通，屯気，

た。 19心年立憲柏命以降の支配行のなかでも，

結励公企業による工業化政策と同様，

民

間の間発を（足進し援助することにある」＼l12)と勧

91亡し J--

口 1-o

ヒブン政権の公企業による工業化政策の失敗を

クーデターに成功したサリ

この枇銀の勧告をそのまま受け人れ，新

こり）政策転換(})経

この国初の1旦家経済l附発叶皿I

その加況理念として自由放任的経済政

政治面ては，半永久的な戒厳令を

軍部独裁傾向を強め専闊的支配を必向し

最

も伝統的政治家であったといわれてし、る (i_.13)。伝

統的価値観の強いサリノ lヽ竹相によ→て導入され

新しい工業化政策＝民間企業の育成による上

ナ

リアン観念を反映した行動様式で遂行



1971070047.TIF

されることにな→た。民間企業脊成の見本的政策

は，世銀の先に引用した勧告内容から知れるよう

｛二社会資本充実と民間資本の投資奨励であ 9)た。

工業化政策の中心となっているのは， 産業投資

奨励法：こ上る， 内外民間資本の法的保護を保証し

た投資奨励である。これは， 1954年に公布され，

1962年に大きく俊遇輻を広げて，海外からの民「月

資本導入に成果をあげている。

この産業投買嗅励法U)意図ば，外汽導入と、従

来産業資本にとどまりがちであった華僑資本を産

業部門に引き出すことによって，工業化を促進し，

それを 1ー＇，うてさ見地資本索をして、 外□企業から技

術，経営能力を習得せしめて， 近代的企業家の育

成を図ることに杞った (14)。

支配階級のナーイ観念， リアン観念を反映した

行動に：：：’）て， この意図iまゆがM)られ、タテでエ

化している c

ンルー，＇ク !TH. Silcock)が指摘しているよう

に 「ての政策に含蓄された目的は， 不当に限定

的でもなく，無分別なiりでもなかつに。しかし，

焚励を受けよン1とする全止の決定にあたって， 詳

細なインフォーメーションを提出することを要求

した。 ごし巧イ‘／フォー iーシ］ンの提出ぱ， 認可

授与の際における汚職を導いたばかりでなく，官

吏の経済的利益に役立9うものど泣った」（注15)ので

ある。

奨励cつりぶ可！）長与は， 企業への特枠投与であっ

た。 1962年に改正された産業投資奨励法は，奨励

業種を/又ーの重要度にしたがグ）て，ふ B, Cい

ランクに分けて， 優遇程度に幅をもたせてはいる

か， 外国人の＿じ地所有許可，所篇税，営業税¢)減

免，投店冗本， 利子利潤の本国送金許可，機械股

備，原材村の輸入税減免， 企業の非国什化の保証

等を内雰：こした i)のである。 こ（，＇）よりに奨励且、 iこ

よる優遇幅が非常に広いため， まさにそれは特権

であって， 認可の授与は，その事業の死活の問題

であ 9)た。

この企業への特権授与は， 公企業による工業化

政策期における特権授仔と同じ効力を持って，支

配階級のナーイ観念， リアン観念の充足手段とさ

れた。その結果は， シ！レコックが指摘する通りで

ある。すなわち， ナーイ観念＝特権階級として威

光を保持，誇示しようとする意識は，経済権力よ

りも政治権力が優越していることを誇示する行動

であらわれ， 企業への特権授打を利用して奨励認

1iJ企業へ顧問重役という咽で関与するという結

果を生んでいる。

また，支配階級は， 忍可授与の特権を利用して

汚職し， それをもって部下を養い， リアン観念を

充足せしめる機会を/)．くっているのである。支配

階級の汚職， 企業と政治家の関係等に関する客観

的データを得るのはむすかしいが， 多くの日本か

ら進出した企業にとってこれらのことは常識とな

ぐ）て＼、ることは間違いのない事実として付記して

おこう。

公企業による工業化政策におけるよりは， より

間接的に， より巧妙になったが，支配階級け｀、依

然として伝統的価値観によって工業化を推進し，

奨励企業によって価値硯を充足せしめてきている

といえる。伝統的価値観で推進されてきた，民間

企業育成策に上る工業化は， どのような結果を招

いているかみたい。

ナーイ観念， リアン観念で推進される工業化政

策は， いままで述べてきたことから理解されるよ

うに，支卍階級ど資本家層（培僑）の癒着を招くの

は当然の結果である。公企業による工業化政策は，

半官半民の会社型態で行なわれており， 制度的に

両者のポ業協間＝癒着を意図したものであった。
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現在の民間企業育成策による工業化は， 政策的保

護で， 支配階汲と資本家屈は関連をもつが，制度

的には癒着を否定し， 自由競争の原理を前提とし

ている。しかしながら， 支配階級と資本家層の癒

着はますます深化しているの、昼現状である (116)。

支配階級と資本家層の癒着は， 有力政治家と華

僑指導者層の間でのものであるが，「華僑共同社会

の実業界におげる支配は， 顕著に少数選良に掌握

されている ヒ17) チして，し ，「同業種のは＿ rし、どの

重要な公司を構成メンバーに含む多数の事業団体

は，少数の個人によって，手広く統制されうるし，

またしにしは祉制されている」（注18)ために，その影

響は華僑仝t1呈，華僑面人層仝体に滲透している。

両者の癒着が， タイ経済に与えている影響とし

ては， 自由競争の原則ビセつ経済政策をとりなが

ら， 独占的要素を経済に持ち込んで市場、7)不完全

性を生むという全く逆の結果を招いていることが

あげられる。

華僑実業料は業種ごとに少数の指導名によって

統制されて昇，)， その指尊者と政治権りとの癒着

は， 指導者がその統制力を強化しうる力をもった

ことを意味するとともに， その指導者を中心に構

成されている T作業団体が事業を独占する機会をえ

たことを恙味したからてある。

その結果，華僑資本（タイの民間資本のほとんどを

占める）は硬直化し，賓本家間の競争，衣欲を失わ

しめることになった。事業の独占的支配によって，

十分利益をあげうる華僑は， 危険な工部門に投資

することを避けて，伝統的に支配してきた，商業，

金融部門とし、う少ない資本と｛氏い技術て間に合う

サービス部門に投資を行なっている。

1961年以降の経済開発計画を通じて，国内総生

産が，年平均 7％を上回る伸びを示し，順調なる

発展を見せたメ，それは， 商業部門，サービス部
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門をリーディング・セクターとしての発展であっ

にことは，それを裏付けている □19)。

両者の癒着が， 近代的民間企業家としての成長

が期待されている華僑資本家の精神面への影響も

無視できない。政治権力と癒着している華僑指導

者は同化華僑である。かれらは， Iでもふれた

が， 絶えざる国家統制の枠組を押しつけられ，経

済的刊潤は政治権力による保設なしには得られな

いという信念にもとづいて同化した華僑である。

政治権力と華僑指導者の関係が， 癒着したまま進

展するとすれば， この信念は保持されることにな

ろう。

近代的企業家を本来「身分の破壊と社会的品関

係を潜在的に攪乱する役割をもった人々である」

信 20)と理解すれば，そのような信念をもった人々

から五代的企業家を育成しようとしても無理とい

わなければならない。

支配階級は， 1957年以降，経済的基礎施設の開

発， 産業投資奨励法等による工業化政策をとって

さた。その意図は華僑資本を産業部門に引き出し

て，工業化を促進し，外国資本からの技術，経営

能力を習得させて， 近代企業家の育成を図るとい

うことにあった。 しかし推進者である支配階級が

ナーイ観念， りアン観念の反映としての行飢様式

で推進しているために， その意図は進展せず，公

企業による工業化政策と同様， 単に支配階級の利

益のための工業化政策となっているのが現状であ

るといえよう。

（注 1) 田村喜照編『タイの公企業』（アジア経済研

究所， 1963年）， 38ページ。

直 2) International Bank of Reconstruction and 

Development,.c1 Public Develo炉加ntProgram for 

Thailand (Bangkok, 1959)．外務省南西アジア課訳

『クイ国開発計画』（外務省，昭和36年）， 75ページ。

（注3) 田村幻l{｛編， 42ペーシ。

（注4) 田村釦殿編， 46~49ペーシ。
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い[5) ,.） : l火を切 だのは， 1914年のラーマv1

世の筆になるといわれる「東洋のユダヤ人」という論

文であった。-の論文は， まず最初にユダヤ人のヨー

仁／パにおじ‘’)，1動を述＼ 9.つぎに俵f岱，［「どこに(iも

うと何国の国籍に属しようと中国人は本質的に中国人

たる特質を失わない，人種的非同化性と民族的自負心，

昇臼上義の、’,.：ー←ダヤ＇、ど，「なるとこらがない」と．！旨

摘する。そしてユダヤ人よりさらに悪いことは，中国

人は祖国を有していることである。 「この点において

ニク．・，'人は，：、保護を受，Iている国］，＇伍を海外［こ泣出

せしめる支那人よりましである」として極力華僑の罪

悪を糾弾している。この論文は最初の 2章はヨーロノ

ノ、，ャー：けるI，ヽ ―,-ダヤ理祐を取り扱い最後の 2,9：；て華

低を扱っていら。この（，9;り 2章に， KennethPerry 

London, The Chinese in Thailand (New York, 

1941,.太平‘・；こ間姐調査会ぶ『タイ国］） 1,＇僑』， 57~69

〔—_;に全文掲 1,'，;、されてし、；〉。

（注 6) David A. Wilson, p. 259. 

バ「7) T. H. Silcock, p. 261. 

(、ii:8) T. H. Silcock, p. 261. 

（注 9) International Bank of Reconstruction and 

Development,外務省南四ア__;ア課，尺， 76ペーン，

(•:10) International Bank of Reconstruction and 

Development，外務省南西アジア課訳， 77~78ページ。

(，し11) International Bank of Reconstruction and 

Development,芥務省南四アンア課ぶ， 79ペー入

（注12) International Bank of Reconstruction and 

Development,外務省南化［ 7 __;ァ課J叉， 13ペー入

(;U3) Frank C. Darling, " Marshal Sarit and 

Absolutist Rule in Thailand," Vol. 33, No. 4 (Dec., 

1960), pp.347-360. 

（叶14) Chatthip Nartsupha, Foreign Trade, 

Foreign Finance and the Economic Development 

of Thailand, 1956-1965 (Bangkok, 1970), p. llfi. 

八115) T. ll. Silcock, p. 264. 

（注16) この点については下記の著者が指摘してい

る^

G. William Skinner, L叫 ershipam! Power in the 

Chinese Community in Thailand (Ithaca, 1958). 

7ジア経済研守所訳『クイ国における華僑社会』(1961

イし）， 214ペーシへ

Robert J. Muscat, Development Strategy in 

Thailand (New York, 1966), pp. 240~241. 

T. H. Silcock, p. 98. 

Chatthip Nartsupha, p. 43. 

（注17) G. William Skinner,マジア経済研究所訳，

214ページ＂

（注18) G. William Skinner,アジア経済研究所訳，

214ページ。

（注19) Chatthip Nartsupha, pp. 36~58. 

（注20) Charles Wolf Jr., Sidney C. Sufrin, Capi-

tal Formation & Foreign Investment in Under-

developed Areas (Syracuse, 1958)．石井一郎訳『低

開発地域の資本形成と外国投資』（日本外政学会，昭和

35年）， 44ページ。

むすび タイ工業化の根本的課題

以上の考察から， つぎのように結論づけること

ができよう。

タイの工業化は， 政策としてとりあげられてき

たが， 支配階級が伝統的価値観で推進してきたた

めに，その工業化は，伝統的社全を擁護し，特権

階級としての自己を｛呆存するために利用されてい

る。 タイの工業化は，支配階級の必要から導入さ

れたもので， 決して全吐会的見地から遵入された

ものではないということである。

ごのような型での工業化導入は，政策主体たる

支配階級が分有する伝統的価値観が， 工業化社会

における普逼的価値観と全く敵対するものである

ことから生まれている。

工業化社会においては， 機械，技術による生産

を吐会における人間行動のもっとも重要な目的と

若え， 技術＝生産の絶えざる革新＝進歩が重要な

価値となっており，革新が強調されている。また，

人間関係では， 個別主義的関係から普遍主義的関

係への変化を欲求し，普逼主義が強調されている。

ダイ支配階級の伝統的価値観であるナーイ観念

は， 伝統的階級的特権の擁護，誇示を欲求し，伝

統主義が強調されて，革新への欲求はない。また

47 



1971070050.TIF

リアン観念は， 個人的愛顧への欲求であって，私

的欲求充足のために結びついた人格的人間関係＝

個別主義が強調されて普遍主義への欲求はない。

このことからタイエ業化り）根本的課題は， 資本

や技術の問題ではなく， 政策主体］）価値観の変革

にもるといってよいだろう。

支配階級がナーイ観，／ご． いアン観念で工業化を

推進するかぎり，その工業化は， 民族の進歩，発

展よりは， 階級的威光の誇示，愛観＝個人的放縦

を求めて推進することになる。そこには， 常に腐

敗外国の投資による階級自体の安全確保がつき

主とうことになろう。

支配階級の伝統的価値観び）変革ぱ、 伝統的な階

級枯占， 伝統的な官僚廿公い構造が維持される限

り困難である。

今日のような個人的放縦を求めての工業化は，

将来， 被支配階級の攻撃を受けることは間違いな

い。現在の軍部独裁政治下では，批判集団と支配

附級い力関係において， 軍事力をもつ支配階級の

ヵt圧倒的にまさり，そ J)批判ば，政治不安とな

）て友面化していないい その力閲係がくずれる

とき革命となって， その批判か現われるかもしれ

ない。

しかしながら，現在の力関係がくずれる時期が，

早急にくるとは考えられない。農民が階級意識に

日さめるには， かなり'，''）時間か必西であろうし，

市民階級ともいうべき柏僑ば、 政冶潅力との癒着

を深めているし， 知識階屈は，そのほとんどが既

存し1ぅ支配階級に吸収されている状況：こあるからで

ある（注 1)。

それだからといって， 現在の階級構造ないし官

僚社会の構造を維持していくとすれば， 民族の進

歩，発展は， ますます遅れるごとになるのであっ

て，それらの構造は早芯に咬革されなければなら
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ない。

その一番近道は， 支配階級のなかから，社会変

革を指導し， 自らは新社会においては放逐される

か` また絶滅されるかもしれないような民族の進

1に発殷を願う新しい集団が生成することであろ

(
J
 

＼
ノ), 

かれらによって， 伝統的な階級構造，伝統的な

官僚社会の構造が再組織される時， 伝統的価値観

が変革され，工業化は， 本来的意味での工業化過

程を辿ることになる。

Iで見たように今日の支配階級は， その権力に

ょ，：て， 常に富を十分獲得でき，それを威光保持

(l）ために浪費することが， 国家の経済的機能とし

て正胄化されているのである。すなわいかれら

は富貴併存の社会の支配階級なのである。 このよ

うな地位にある，かれらのなかから， 自らの地位

を放棄して， 社会変革を志向するような集団が現

われるのを期待するのは無理かもしれない。しか

し， 早急に工業化の根本課題を解決するには，こ

の迅しかないのではなかろうか。

(tl_ l) 批判集団とその力に'')し、てし乃J見吠分析をし

な：「＇！］ ！ tな‘i‘，ないところであるか，紅数（i)都合で割愛

しなければならなかった。また機会を見て補いたいと

思う。なお，この問題に関して，下記の論文が参考に

なるので掲げておぎたい。

Donald Hindley, "Thailand: The Politics of Pass-

ivity," in Pacific Affairs, Vol. XLI, No. 3 (Fall 

1968), pp, 355~371. 

（東り9外Ii.j,、t大‘-¢lリ；教授）
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